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報
告
1

来
日
外
国
人
犯
罪
の
現
状
と
刑
事
法
的
対
応

｜
｜
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
犯
罪
を
中
心
と
し
て
｜
｜

日
本
に
お
け
る
来
日
外
国
人
犯
罪
の
動
向
と
特
徴

日
本
で
は
、
一
九
九
O
年
以
降
、
来
日
外
国
人
に
よ
る
犯
罪

(1
) 

が
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
窃
盗
で
あ
る
が
、
侵
入
盗
の

割
合
が
高
い
の
が
特
徴
で
あ
り
、
凶
悪
犯
た
る
強
盗
も
大
幅
に

増
加
し
て
い
る
。
来
日
外
国
人
犯
罪
者
に
は
、
大
別
し
て
、
川
犯

罪
目
的
で
来
日
す
る
組
織
犯
罪
者
又
は
職
業
的
犯
罪
者
、
間
合

法
・
非
合
法
に
滞
在
す
る
聞
に
生
活
苦
や
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
犯
罪

特集

太

達

也

田

に
至
る
機
会
的
犯
罪
者
、
川
日
本
で
の
労
働
が
目
的
で
不
法
滞

在
・
不
法
残
留
し
、
出
入
国
管
理
法
違
反
と
な
る
不
法
就
労
型

犯
罪
者
の
類
型
が
あ
る
。

来
日
外
国
人
犯
罪
者
の
多
く
が
不
法
滞
在
者
で
あ
る
か
の
よ

う
な
印
象
を
も
た
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
出
入
国
管
理
法

違
反
等
の
特
別
法
犯
を
含
め
た
場
合
で
あ
っ
て
、
刑
法
犯
に
限

る
と
、
来
日
外
国
人
犯
罪
者
の
九
O
%

が
在
留
資
格
を
も
っ
正

規
滞
在
者
で
、
残
り
の
一

O
%

が
不
法
残
留
や
不
法
入
国
な
ど
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11) 

の
不
法
滞
在
者
で
あ
る
。
正
規
滞
在
者
の
在
留
資
格
の
内
訳
で

は
、
一
九
八
九
年
に
日
系
人
を
対
象
と
し
て
新
設
さ
れ
た
「
定

住
者
」
が
最
も
多
く
（
二
八
%
）
、
こ
れ
に
留
学
生
や
就
学
生

（
一
七
%
）
、
観
光
名
目
の
短
期
滞
在
（
八
%
）
、
研
修
（
八
%
）

が
続
い
て
い
る
。
短
期
滞
在
や
留
学
生
・
就
学
生
は
、
刑
法
犯

の
不
法
滞
在
者
の
中
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。

刑
法
犯
総
検
挙
人
員
を
国
籍
別
に
み
る
と
、
中
国
が
三
九
%

を
占
め
、
こ
れ
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
二
一
%
、
韓
国
一
O
%
、
ベ
ト

ナ
ム
八
%
が
続
い
て
い
る
。
在
留
資
格
で
は
、
中
国
人
犯
罪
者

は
学
生
と
研
修
生
の
割
合
が
高
い
の
に
対
し
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
犯

罪
者
は
七
八
%
が
定
住
者
で
あ
る
。
中
国
人
や
韓
国
人
は
窃
盗

が
八
O
%
前
後
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
で
は
窃
盗
が
九
O
%
以
上
を
占

め
る
が
、
中
国
人
や
韓
国
人
の
六
j

七
割
が
侵
入
盗
で
占
め
ら

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
窃
盗
犯
は
自
動
車
盗
や

車
上
狙
い
・
部
品
狙
い
が
九
O
%
を
占
め
る
。
年
齢
的
に
は
、

中
国
人
が
二
O
代
・
三
O
代
で
大
半
を
占
め
る
が
、
ブ
ラ
ジ
ル

人
は
一
O
代
も
多
い
。
両
親
が
就
労
目
的
で
来
日
し
た
も
の
の
、

そ
の
子
ど
も
が
日
本
の
学
校
や
環
境
に
馴
染
め
ず
、
学
校
か
ら

ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
て
非
行
を
犯
す
こ
と
が
多
く
、
少
年
院
に

収
容
さ
れ
る
来
日
外
国
人
少
年
の
約
五
O
%
が
ブ
ラ
ジ
ル
人
で

法学研究 81 巻 11 号（2008

(2
) 

あ
る
。

26 

来
日
外
国
人
犯
罪
者
の
検
挙
と
代
理
処
罰
（
圏
外
犯
処

罰
）

一
九
九
0
年
代
に
入
っ
て
来
日
外
国
人
犯
罪
が
急
増
し
た
当

初
は
、
捜
査
や
公
判
の
過
程
で
通
訳
人
や
翻
訳
人
の
確
保
に
追

わ
れ
た
ほ
か
、
通
訳
人
や
通
訳
の
適
正
さ
が
問
題
と
な
り
、
い

わ
ゆ
る
チ
ェ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ

l

の
必
要
性
が
論
議
さ

れ
た
り
、
捜
査
段
階
で
の
通
訳
人
を
介
し
た
取
調
べ
で
の
外
国

(3
) 

人
被
疑
者
の
自
白
調
書
の
証
拠
能
力
が
争
わ
れ
た
り
し
た
が
、

こ
の
二
O
年
近
く
の
聞
に
、
通
訳
や
翻
訳
の
体
制
は
か
な
り
整

備
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
近
年
、
犯
行
後
、
国
外
に
逃
亡
す
る
来
日
外
国
人

犯
罪
者
が
急
増
し
て
お
り
、
刑
事
責
任
の
追
及
と
い
う
観
点
だ

け
で
な
く
、
社
会
の
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
も
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
逃
亡
外
国
人
の
国
籍
に
つ
い
て
み
る
と
、
二
O
O
六
年

末
時
点
で
は
、
四
五
%
が
中
国
人
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
一
四
%

と
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。

日
本
は
、
現
在
、
ア
メ
リ
カ

（
一
九
七
八
年
）
と
韓
国
（
二
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0
0

二
年
）
と
の
間
で
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
締
結
し
て
い
る
に

止
ま
る
が
、
こ
れ
以
外
の
国
で
も
外
交
ル
l

ト
を
通
じ
て
引
渡

し
要
請
を
行
っ
て
お
り
、
外
国
か
ら
の
引
渡
し
請
求
に
対
し
て

も
、
相
互
主
義
（
話
。
e
g
a
件
可
）
の
保
障
の
下
で
請
求
に
応
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
も
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
よ
う
に
憲
法
（
第
五
条

L
I

）
で

自
国
民
の
引
渡
し
を
禁
止
し
て
い
る
国
や
、
死
刑
存
置
固
に
対

し
て
は
死
刑
を
行
わ
な
い
保
証
の
下
で
し
か
引
渡
し
を
行
わ
な

い
固
な
ど
か
ら
は
、
犯
罪
人
の
引
渡
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
国
で
は
自
国
民
の
重
大
な
国
外
犯
を

処
罰
す
る
積
極
的
属
人
主
義
を
採
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
外

犯
の
罪
種
に
該
当
す
る
限
り
、
母
国
で
の
処
罰
は
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
を
代
理
処
罰
と
呼
ぶ
と
き
も
あ
る
が
、
正
確
に
は
国
外
犯

処
罰
の
問
題
で
あ
る
。
特
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
、
憲
法
上
、
自
国

民
不
引
渡
し
を
禁
止
す
る
代
わ
り
に
逃
亡
犯
罪
人
の
引
渡
し
に

関
す
る
法
律
で
引
渡
し
を
拒
否
し
た
場
合
の
代
理
処
罰
の
規
定

(4
) 

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
ブ
ラ
ジ
ル
刑
法
の
国
外
犯
規

(5
) 

定
は
、
罪
種
の
限
定
が
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本

か
ら
の
逃
亡
犯
罪
ブ
ラ
ジ
ル
人
に
対
し
て
も
、
一
応
、
ブ
ラ
ジ

ル
政
府
に
よ
る
国
外
犯
処
罰
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
、
実
際

特集

に
、
日
本
政
府
か
ら
の
処
罰
要
請
と
捜
査
協
力
に
基
づ
い
て
訴

追
を
行
っ
た
事
案
も
出
て
き
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
国
外
犯
処

罰
規
定
を
用
い
た
代
理
処
罰
は
、
相
手
国
の
捜
査
・
訴
追
能
力

と
刑
罰
制
度
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
限
界
が
あ
る
こ
と
は
否
め

な
し
。

ブ
ラ
ジ
ル
も
南
米
諸
国
や
ア
メ
リ
カ
と
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
条

約
を
締
結
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
と
の
条
約
の
中
に
は
自
国
民

不
引
渡
し
の
原
則
を
定
め
た
規
定
の
な
か
に
は
、
そ
の
例
外
と

し
て
裁
量
に
よ
る
自
国
民
引
渡
し
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
第
七

(6
) 

条
但
書
）
。
こ
う
し
た
条
約
よ
り
憲
法
の
規
定
が
優
位
に
立
つ

と
い
う
の
が
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
最
高
裁
の
判
例
で
あ
る
と
さ
れ
る

(7
) 

が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
条
約
に
こ
の
よ
う
な
自
国

民
引
き
渡
し
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
外
的

に
せ
よ
、
条
約
に
基
づ
く
自
国
民
の
引
き
渡
し
が
可
能
で
あ
る

な
ら
ば
、
こ
う
し
た
逃
亡
犯
罪
人
条
約
を
ブ
ラ
ジ
ル
と
日
本
と

の
間
で
締
結
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

来
日
外
国
人
受
刑
者
に
対
す
る
矯
正
処
遇
と
仮
釈
放

裁
判
所
で
有
罪
と
な
り
、
自
由
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
来
日
外

27 



、
、
，
ノ

市
E

ム

’EA 

国
人
も
、
日
本
人
受
刑
者
同
様
、
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
、
刑

の
執
行
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
う
ち
「
日
本
人
と
異

な
る
処
遇
を
必
要
と
す
る
外
国
人
」
は
、
刑
事
収
容
施
設
及
び

被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
二
O
O
五
年
）
の
下
、

F

指
標
に
編
成
さ
れ
、
F

指
標
を
集
禁
す
る
刑
事
施
設
に
収
容

さ
れ
る
。
二
O
O
六
年
に
入
所
し
た
F

指
標
新
受
刑
者
の
う
ち
、

中
国
人
が
四
O
%
を
占
め
最
も
多
い
が
、
こ
れ
に
ブ
ラ
ジ
ル
人

(8
) 

の
一
二
%
が
続
い
て
い
る
。

日
本
で
は
、
犯
罪
傾
向
が
進
ん
で
い
な
い
受
刑
者
を
A
指
標
、

進
ん
で
い
る
受
刑
者
を
B

指
標
に
編
成
し
、
異
な
る
刑
事
施
設

に
収
容
し
て
い
る
。
し
か
し
、
F

指
標
を
集
禁
す
る
刑
事
施
設

の
多
く
が
B

指
標
施
設
で
あ
る
た
め
、
F

指
標
受
刑
者
は
、
A

指
標
で
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
傾
向
の
進
ん
だ
受

刑
者
が
収
容
さ
れ
て
い
る
B

指
標
施
設
に
混
禁
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
日
本
で
は
懲
役
刑
制
度
を
維
持
し
て
お
り
、
日
本
人

受
刑
者
も
F

指
標
受
刑
者
も
殆
ど
が
懲
役
刑
で
あ
る
た
め
、
刑

事
施
設
内
で
の
刑
務
作
業
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
日
本
人
受
刑
者
の
う
ち
適
性
が
あ
る
者
に
は
刑
務
作

業
と
し
て
の
職
業
訓
練
が
行
わ
れ
た
り
、
も
う
一
つ
の
矯
正
処

遇
で
あ
る
改
善
指
導
が
行
わ
れ
る
の
に
対
し
、
F

指
標
受
刑
者

法学研究 81 巻 11 号（2008

は
、
日
本
語
が
不
自
由
で
あ
る
と
の
理
由
な
ど
か
ら
、
国
家
資

格
の
取
得
を
目
的
と
し
た
職
業
訓
練
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
殆

ど
な
く
、
改
善
指
導
を
受
け
て
い
る
者
も
ご
く
僅
か
で
あ
る
。

唯
一
、
F

指
標
受
刑
者
を
対
象
と
し
た
日
本
一
語
教
育
が
行
わ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
も
刑
務
所
内
で
の
生
活
に
必
要
な
最
低
限
の

日
本
語
を
学
ぶ
も
の
に
過
ぎ
ず
、
再
犯
防
止
や
社
会
復
帰
教
育

と
は
関
係
が
な
い
。

こ
の
よ
う
に

F

指
標
受
刑
者
に
対
し
て
は
刑
務
作
業
以
外
の

矯
正
処
遇
を
殆
ど
行
っ
て
い
な
い
が
、
こ
う
し
た
背
景
に
は
、

来
日
外
国
人
受
刑
者
は
ど
の
み
ち
釈
放
後
は
退
去
強
制
と
な
っ

て
、
日
本
に
再
入
国
す
る
こ
と
は
当
分
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、

日
本
国
民
の
税
金
を
使
っ
て
ま
で
処
遇
を
行
う
必
要
は
な
い
と

(9
) 

い
う
政
府
の
消
極
的
姿
勢
が
あ
る
（
消
極
的
処
遇
主
義
）
。
し
か

し
、
来
日
外
国
人
犯
罪
者
の
中
で
も
機
会
的
犯
罪
者
や
不
法
就

労
型
犯
罪
者
に
対
し
て
は
、
帰
国
後
、
再
犯
を
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
、
外
国
語
で
の
技
術
の
習
得
な
ど
社
会
復
帰
に
向
け
た

可
能
な
限
り
の
処
遇
を
行
う
べ
き
で
あ
る
（
積
極
的
処
遇
主
義
）
。

消
極
的
処
遇
主
義
は
、
F

指
標
受
刑
者
に
対
す
る
仮
釈
放
の

運
用
に
も
現
れ
て
い
る
。
F

指
標
以
外
の
受
刑
者
の
仮
釈
放
率

（
釈
放
者
に
占
め
る
仮
釈
放
者
の
比
率
）
は
五
一
%
で
あ
る
の
に

28 
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（
叩
）

対
し
、
F

指
標
受
刑
者
の
仮
釈
放
率
は
八
六
%
に
も
な
る
。
法

務
省
は
、
F

指
標
受
刑
者
は
刑
事
施
設
へ
の
初
入
者
が
多
く
、

犯
罪
傾
向
が
進
ん
で
い
な
い
か
ら
と
説
明
す
る
が
、
F

指
標
受

刑
者
に
も
多
く
職
業
的
犯
罪
者
や
問
題
性
の
高
い
受
刑
者
が
含

ま
れ
て
い
る
し
、
日
本
の
刑
事
施
設
で
は
初
入
で
も
、
母
国
で

の
受
刑
歴
は
不
明
で
あ
る
。
何
よ
り
も
、

F
B

指
標
受
刑
者

（
来
日
外
国
人
で
犯
罪
傾
向
の
進
ん
で
い
る
者
）
の
仮
釈
放
率
が

六
八
%
で
あ
る
の
に
対
し
、
一
般
の
B

指
標
受
刑
者
が
三
六
%

に
過
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、
F

指
標
受
刑
者
を
早
期
に
釈
放
し
よ

う
と
い
う
実
務
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
母
国
へ
早
く

帰
国
さ
せ
れ
ば
社
会
復
帰
が
円
滑
に
行
く
と
い
う
理
由
も
、
根

拠
が
薄
弱
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
日
本
で
は
、
仮
釈
放
と
な
っ
た
場
合
、
対
象
者
に

は
残
刑
期
間
、
保
護
観
察
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
残
刑
期

間
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

F

指
標
受
刑
者
は
、

仮
釈
放
と
同
時
に
本
国
に
対
し
退
去
強
制
さ
れ
る
た
め
、
保
護

観
察
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
（
司
法
手
続
と
行
政
手
続
の
抵
触

問
題
）
。
保
護
観
察
が
事
実
上
実
施
で
き
な
い
こ
と
を
前
提
に

仮
釈
放
を
許
す
運
用
に
は
問
題
が
多
い
が
、
か
と
い
っ
て
、
F

指
標
受
刑
者
を
す
べ
て
満
期
釈
放
に
す
る
こ
と
に
も
臨
時
踏
を
覚

特集

え
る
。
今
後
、
保
護
観
察
の
執
行
共
助
を
外
国
人
犯
罪
者
の
本

国
に
求
め
る
保
護
観
察
の
移
管
制
度
の
導
入
も
視
野
に
入
れ
つ

つ
、
退
去
強
制
と
な
る
よ
う
な
来
日
外
国
人
受
刑
者
に
対
す
る

自
由
刑
の
執
行
や
仮
釈
放
の
在
り
方
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。

四

国
際
受
刑
者
移
送
の
締
結
と
課
題

日
本
で
犯
罪
を
犯
し
た
以
上
、
日
本
の
法
律
と
手
続
き
に
従

い
、
日
本
で
刑
の
執
行
に
付
す
こ
と
が
原
則
と
な
る
。
し
か
し
、

来
日
外
国
人
受
刑
者
が
急
増
し
、
処
遇
や
仮
釈
放
に
困
難
を
生

じ
る
一
方
、
受
刑
者
の
母
国
で
受
刑
さ
せ
た
方
が
社
会
復
帰
に

も
資
す
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
日
本
（
裁
判
国
）
で
自
由
刑
が

確
定
し
た
来
日
外
国
人
受
刑
者
を
受
刑
者
の
本
国
（
執
行
国
）

へ
移
送
し
て
、
自
由
刑
の
執
行
を
す
る
（
執
行
共
助
）
と
と
も

に
（
送
出
移
送
）
、
海
外
の
日
本
人
受
刑
者
を
日
本
に
移
送
し

て
共
助
刑
を
執
行
す
る
（
受
入
移
送
）
国
際
受
刑
者
移
送
制
度

の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
は
、
二O
O
三

年
二
月
、
欧
州
評
議
会
加
盟
国
が
一
九
八
三
年
に
採
択
し
た

「
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
の
移
送
に
関
す
る
条
約
」
（
わ
8
2

己
百
ロ
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。
ロ
任
命
叶
5
5
F
司
え
∞
g

窓
口
8

弘
司
ゆ
円ω。
ロ
ω
）
に
加
入
し
、
圏

内
法
た
る
国
際
受
刑
者
移
送
法
（
二
O
O

二
年
）
を
整
備
し
て
、

（
日
）

二
O
O
三
年
六
月
か
ら
条
約
の
効
力
が
生
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
条
約
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ロ
シ
ア
な
ど
の
欧
州

評
議
会
加
盟
国
の
ほ
か
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
ア

メ
リ
カ
、
日
本
、
韓
国
な
ど
の
国
が
加
入
し
て
い
る
に
止
ま
る
。

南
米
で
も
チ
リ
や
エ
ク
ア
ド
ル
な
ど
が
加
入
し
て
い
る
が
、
残

念
な
が
ら
ブ
ラ
ジ
ル
は
加
入
し
て
い
な
い
。
日
本
の
F

指
標
外

国
人
受
刑
者
で
最
も
多
い
中
国
や
ブ
ラ
ジ
ル
、
イ
ラ
ン
、
ベ
ト

ナ
ム
な
ど
の
国
は
何
れ
も
こ
う
し
た
国
際
受
刑
者
移
送
の
多
国

間
条
約
に
加
盟
し
て
い
な
い
た
め
、
外
国
人
受
刑
者
の
送
出
移

送
も
日
本
人
受
刑
者
の
受
入
移
送
も
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。

現
在
、
日
本
政
府
は
、
中
国
や
タ
イ
と
の
間
で
国
際
受
刑
者
移

送
の
二
国
間
条
約
を
締
結
す
る
た
め
の
交
渉
を
行
っ
て
い
る
が
、

今
後
の
課
題
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
を
含
め
こ
れ
ら
の
国
々
と
国
際
受

刑
者
移
送
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
た
と
え
多
く

の
国
と
国
際
受
刑
者
移
送
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

し
て
も
、
来
日
外
国
人
受
刑
者
の
収
容
や
処
遇
の
問
題
が
解
消

さ
れ
る
わ
け
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
国
際
受
刑
者

移
送
条
約
は
、
多
国
間
条
約
で
あ
れ
二
国
間
条
約
で
あ
れ
、
裁

判
国
・
執
行
国
両
国
の
同
意
の
ほ
か
、
受
刑
者
本
人
の
同
意
が

必
須
要
件
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
全
て
の
来
日
外
国
人
受
刑
者

が
同
意
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
来
日
外
国
人
受
刑

者
は
自
分
の
母
国
に
帰
り
た
い
と
い
う
望
郷
の
念
が
強
い
一
方

で
、
母
国
の
刑
事
施
設
の
収
容
環
境
が
良
く
な
い
場
合
や
海
外

で
の
受
刑
を
家
族
に
秘
匿
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
移
送

に
臨
時
賭
す
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
母
国
で
受
刑
す
れ

ば
、
母
国
で
前
科
が
付
く
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
日

本
の
刑
事
施
設
は
収
容
環
境
が
良
く
、
栄
養
管
理
が
行
き
届
い

た
食
事
が
提
供
さ
れ
て
い
る
し
、
刑
務
作
業
に
対
し
て
支
給
さ

れ
る
作
業
報
奨
金
は
年
間
最
高
で
二
四
万
円
ほ
ど
に
な
り
、
更

生
資
金
と
し
て
は
少
な
す
ぎ
る
が
、
そ
れ
で
も
受
刑
者
の
母
国

に
よ
っ
て
は
公
務
員
の
給
料
に
匹
敵
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ

う
し
た
こ
と
か
ら
、
来
日
外
国
人
受
刑
者
の
出
身
国
と
の
間
で

受
刑
者
移
送
条
約
が
締
結
さ
れ
て
も
、
国
際
移
送
を
希
望
し
な

巳
（
ロ
）

い
受
刑
者
が
多
い
こ
と
も
十
分
に
予
想
さ
れ
る
。
勿
論
、
各
国

と
の
間
で
受
刑
者
移
送
条
約
の
締
結
を
進
め
て
い
く
こ
と
は
重

要
で
あ
る
が
、
今
後
も
、
日
本
国
内
に
お
け
る
来
日
外
国
人
受

刑
者
の
処
遇
内
容
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
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・
ν

一
方
、
裁
判
国
に
お
け
る
移
送
の
相
当
性
判
断
と
執
行
国
の

受
入
移
送
の
合
意
に
際
し
て
の
判
断
が
適
切
に
な
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
。
日
本
の
場
合
、
受
刑
者
の
改
善
更
生
や
社
会
復
帰
、

被
害
者
や
社
会
の
状
況
、
執
行
国
に
お
け
る
刑
罰
の
執
行
状
況

と
刑
罰
目
的
の
達
成
、
他
の
刑
事
手
続
へ
の
影
響
な
ど
を
総
合

的
に
検
討
し
た
上
で
送
出
移
送
が
相
当
か
ど
う
か
の
判
断
を
法

務
大
臣
が
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
社
会
に
重
大
な
影

響
を
与
え
た
事
件
、
被
害
者
が
日
本
に
い
て
損
害
賠
償
や
犯
罪

者
の
囲
内
処
罰
を
求
め
て
い
る
場
合
、
執
行
国
の
刑
務
所
で
殆

ど
処
遇
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
や
広
範
な
思
赦
や
仮
釈
放
が

行
わ
れ
て
い
る
場
合
な
ど
に
は
送
出
移
送
を
行
う
べ
き
か
ど
う

か
、
行
う
に
し
て
も
刑
の
執
行
の
ど
の
時
点
で
移
送
を
行
う
べ

き
か
な
ど
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
判
断
が
難
し
い
場
合
が
あ

り
、
国
際
受
刑
者
移
送
の
理
念
や
目
的
と
の
関
係
で
一
定
の
基

準
や
方
向
性
を
確
立
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

特集

五

多
文
化
共
生
社
会
を
目
指
し
て
ー
ー
来
日
外
国
人
犯
罪
の

予
防

日
本
政
府
は
、
現
在
ま
で
、
特
別
な
資
格
や
技
術
を
持
た
な

い
非
熟
練
外
国
人
労
働
者
の
国
内
就
労
を
認
め
て
い
な
い
。
し

か
し
、
日
本
の
少
子
高
齢
化
の
進
行
は
著
し
く
、
子
ど
も
の
人

口
は
か
つ
て
の
二
分
の
一
以
下
と
な
り
、
高
齢
者
人
口
は
二
O

%
を
超
え
て
い
る
（
年
少
人
口
割
合
［
一
四
未
満
人
口
の
割
合
］
、

日
本
一
一
二
・
五
%
、
ブ
ラ
ジ
ル
二
七
・
八
%
、
高
齢
化
率
〔
六
五
歳

（
日
）

以
上
の
人
口
割
合
］
日
本
一
二
・
五
、
ブ
ラ
ジ
ル
六
・
一
%
）
。
こ

の
た
め
、
労
働
者
人
口
の
減
少
が
著
し
く
、
建
設
業
な
ど
を
中

心
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る

3
K

（ω
り
吉
σ
二
日s
m
o
s
s
－
e
－
F

含
B
g
e

ロ
拘
）
の
業
種
に
お
い
て
は
、
労
働
力
が
極
め
て
不
足

し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
日
本
政
府
は
、
一
九
九

O
年
の
出
入
国
管
理
法

の
改
正
に
よ
り
、
日
系
人
を
対
象
と
し
た
「
定
住
」
の
在
留
資

格
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
「
研
修
」
と
い
う
在
留
資
格
を
拡

大
・
整
備
し
、
さ
ら
に
一
九
九
三
年
に
は
研
修
終
了
後
に
一
定

期
間
、
日
本
で
「
実
習
」
（
と
い
う
名
の
実
質
的
に
は
「
労
働
」
）

を
行
う
技
能
実
習
制
度
を
導
入
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
日
系
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ブ
ラ
ジ
ル
人
を
始
め
、
多
く
の
日
系
人
や
研
修
目
的
の
外
国
人

が
来
日
し
、
日
本
で
就
労
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
外
国
人
労
働
者
の
不
安
定
な
雇
用
や
社
会
保
障
の

問
題
な
ど
が
顕
在
化
す
る
一
方
、
地
域
住
民
と
の
摩
擦
や
ト
ラ

ブ
ル
（
豊
田
市
・
保
見
団
地
問
題
な
ど
）
の
発
生
や
、
ブ
ラ
ジ
ル

(M
) 

人
児
童
な
ど
の
不
就
学
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

特
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
児
童
の
な
か
に
は
、
日
本
語
が
よ
く
わ
か

ら
ず
、
学
校
に
も
馴
染
め
な
い
た
め
、
不
登
校
と
な
り
、
そ
の

ま
ま
学
校
か
ら
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
人
仲
間
で
集

ま
る
う
ち
に
、
窃
盗
や
強
盗
と
い
っ
た
犯
罪
を
犯
す
よ
う
に
な

る
者
が
増
え
て
い
る
。
か
つ
て
ド
イ
ツ
が
ト
ル
コ
か
ら
多
く
の

労
働
者
を
受
入
れ
、
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
で
は
ト
ル
コ
人
の
少
年

に
よ
る
非
行
や
犯
罪
が
多
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
状
況
と
共
通

す
る
も
の
が
あ
る
。

日
本
も
労
働
政
策
の
根
本
的
な
改
革
を
求
め
ら
れ
る
時
期
が

早
晩
訪
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
様
々
な
価
値
観
や
文
化
を

も
っ
た
外
国
人
が
日
本
人
と
社
会
の
中
で
共
存
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
外
国
人
の
た
め
の
労
働
や
福
祉
の
環
境
を
整

備
す
る
と
と
も
に
、
外
国
人
が
犯
罪
を
犯
し
た
り
、
犯
罪
の
被

害
に
遺
っ
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
犯
罪
予
防
の
観
点
か

ら
も
、
ど
の
よ
う
な
支
援
体
制
を
構
築
す
れ
ば
よ
い
か
検
討
す

べ
き
時
期
に
来
て
い
る
。

32 

（1
）
本
稿
に
お
け
る
来
日
外
国
人
犯
罪
者
の
統
計
は
、
専
ら
、

警
察
庁
『
来
日
外
国
人
犯
罪
の
検
挙
状
況
（
平
成
一
九
年
）
』

（
二O
O

八
）
及
び
同
『
来
日
外
国
人
犯
罪
の
検
挙
状
況
（
平

成
一
八
年
）
』
（
二O
O
七
）
に
拠
る
。

（2
）
法
務
総
合
研
究
所
「
平
成
一
九
年
版
犯
罪
白
書
！
再
犯

者
の
実
態
と
対
策
｜
』
（
二O
O
七
）
一
八
O
頁
。

（3
）
法
務
省
刑
事
局
外
国
人
関
係
事
犯
研
究
会
編
『
外
国
人

犯
罪
裁
判
例
集
』
法
曹
会
（
一
九
九
四
）
、
藤
永
幸
治
ほ
か
編

『
国
際
・
外
国
人
犯
罪
（
三
訂
版
）
」
東
京
法
令
出
版
（
二O

O
七
）
な
ど
。

（
4
）
佐
藤
美
由
紀
「
ブ
ラ
ジ
ル
憲
法
「
犯
罪
人
引
き
渡
し
禁

止
規
定
』
理
解
の
た
め
に
」
ブ
ラ
ジ
ル
特
報
二

O
O

七
年
三

月
号
（
二
O
O
七
）
。

（5
）
森
下
忠
「
ブ
ラ
ジ
ル
の
憲
法
、
刑
法
、
犯
罪
人
引
き
渡

し
（
上
）
」
判
例
時
報
一
九
八O
号
（
二
O
O

七
）
五
一
頁
。

（6
）
、H，

B

州
淳
司
。
同
開
M
a吋
邸
内
山
即
位
。
ロ

σ
z
g
o
o口
同
F
o
d
E
宮
内
山

盟
主
g

。
同K
F
B
2
F
の
m
g

色
任
。
d
E
Z
円
四ω
g
g
ω
え
回
一
円mw
N出

k
F
Z宵
－o
〈
口
・

（7
）
佐
藤
美
由
紀
・
前
掲
注
（
4

）
。
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（8
）
法
務
総
合
研
究
所
・
前
掲
注
（
2

）
一O
五
頁
。

（9
）
太
田
達
也
「
国
際
犯
罪
の
増
加
に
お
け
る
矯
正
の
果
た

す
役
割
｜
来
日
外
国
人
受
刑
者
の
処
遇
を
中
心
と
し
て
l

」

法
律
の
ひ
ろ
ば
五
五
巻
九
号
（
二
O
O

二
）
四
O
l

四
一
頁
。

（
叩
）
法
務
省
『
第
一
O
八
回
矯
正
統
計
年
報
I
i

平
成
一
八

年
』
（
二O
O

七
）
二
六
八
頁
か
ら
算
出
。

（
日
）
当
条
約
及
び
国
際
受
刑
者
移
送
法
に
つ
い
て
は
、
「
特
集

国
際
受
刑
者
移
送
法
と
矯
正
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
五
五
巻
九
号

（
二O
O

二
）
参
照
。

（
ロ
）
移
送
が
始
ま
っ
た
二
O
O

三
年
六
月
か
ら
二

O
O
六
年

末
ま
で
に
送
出
移
送
し
た
外
国
人
受
刑
者
は
欧
米
先
進
国
と

二
O
O

五
年
一
一
月
か
ら
新
た
に
加
入
し
た
韓
国
で
あ
る
。

法
務
総
合
研
究
所
・
前
掲
注
（
2

）
九O
頁
、
大
橋
哲
「
施
行

か
ら
五
年
を
迎
え
た
国
際
受
刑
者
移
送
」
罪
と
罰
四
五
巻
三

号
（
二
O
O

八
）
六
O
頁
。

（
日
）
C
E
宮
内
田Z
旦
古
ロ
タ
可
。
吉E
E
。
ロ
ロ
吉
区
。
p
d
司
R
E

句
。
司cz
t
。
ロ
司
吋
。
ω
唱
。
。
－

Z
一
寸
F
O
N
c
c
a

問
。
三
位
。
ロ

（
伊
丹
件
唱
え
＼
0
ω
ω
・
ロ
ロ
・
。
円
相
川
＼
ロ
ロ
呂
志
・

（
日
）
宮
島
喬
H

太
田
晴
雄
編
『
外
国
人
の
子
ど
も
と
日
本
の

教
育
』
東
京
大
学
出
版
会
（
二
O
O
五
）
、
佐
久
間
孝
正
『
外

国
人
の
子
ど
も
の
不
就
学
』
勤
草
書
房
（
二
O
O
六
）
な
ど
。
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